
25 広報まえばし

■
心
配
ご
と
相
談
所
に
名
称
変
更

ど
の
よ
う
な
心
配
ご
と
で
も
相
談

し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を
込
め
て

「
ふ
れ
あ
い
相
談
所
」
が
「
心
配
ご

と
相
談
所
」に
名
称
を
変
更
し
ま
す
。

�
２
２
４
―
１
１
５
５
　
月
曜
〜

金
曜
、
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
、

市
職
員
研
修
会
館（
本
町
一
丁
目
）。心

配
事
の
面
接
、
電
話
相
談
。

■
中
小
企
業
特
別
経
営
相
談

中
小

企
業
診
断
協
会
県
支
部
会
員
が
店

舗
・
事
務
所
に
直
接
訪
問
し
て
相
談

を
受
け
た
り
、
電
話
で
相
談
を
受
け

た
り
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
申
し
込
み
は
商
業
観
光
課

�
８
９
０
―
６
６
０
４
へ
〈
金
融
相

談
〉
融
資
の
相
談
。
申
し
込
み
は
商

業
観
光
課
�
８
９
０
―
６
６
０
４
、

工
業
課
�
８
９
０
―
６
６
１
２
、
商

工
会
議
所
�
２
３
４
―
５
１
１
１
へ

■
法
律
相
談

火
曜
、
午
後
１
時
〜

４
時
、
市
役
所
１
階
市
民
相
談
室
。

弁
護
士
に
よ
る
相
談
。
申
し
込
み
は

電
話
で
前
日
（
30
日
は
26
日
�
）
の

午
後
２
時
か
ら
市
民
相
談
室
�
８
９

０
―
６
１
０
０
へ
。
先
着
六
人

■
公
証
相
談

４
月
８
日
・
22
日
�
、

午
後
１
時
〜
４
時
、
市
役
所
１
階
市

民
相
談
室
。
遺
言
や
不
動
産
売
買
な

ど
の
公
正
証
書
作
成
の
相
談

■
行
政
相
談

４
月
17
日
�
午
後
１

時
〜
４
時
、
市
役
所
１
階
市
民
相
談

室
。
行
政
に
対
す
る
苦
情
・
要
望
・

相
談

■
税
務
相
談

４
月
15
日
�
午
後
１

時
〜
４
時
、
市
役
所
１
階
市
民
相
談

室
。
相
続
税
や
贈
与
税
な
ど
の
相
談

■
登
記
相
談

４
月
12
日
�
午
後
１

時
〜
４
時
、
市
役
所
１
階
市
民
相
談

室
。
不
動
産
登
記
や
土
地
境
界
問
題

な
ど
の
相
談

■
人
権
相
談

４
月
19
日
�
午
後
１

時
〜
４
時
、
市
役
所
１
階
市
民
相
談

室
。
隣
近
所
の
争
い
事
や
不
当
な
差

別
な
ど
の
相
談

■
市
民
相
談

月
曜
〜
金
曜
、
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
、
市
役

所
１
階
市
民
相
談
室
（
�
８
９
０
―

６
１
０
０
）。心
配
事
や
悩
み
事
な
ど

の
電
話
・
面
接
相
談

■
権
利
擁
護
・
成
年
後
見
相
談

４

月
13
日
・
27
日
�
、
午
後
２
時
〜
４

時
、
市
職
員
研
修
会
館
（
本
町
一
丁

目
）。高
齢
者
な
ど
の
財
産
管
理
、日

常
的
金
銭
管
理
な
ど
の
面
接
相
談
。

予
約
を
社
会
福
祉
協
議
会
�
２
２
０

―
５
３
９
１
へ

■
高
齢
者
電
話
相
談
�
２
２
４
―
４

１
１
１

月
曜
〜
金
曜
、
午
前
９
時

〜
午
後
４
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を

除
く
）

■
幼
児
教
室

月
曜
〜
金
曜
、
午
前

９
時
〜
午
後
３
時
、
総
合
教
育
プ
ラ

ザ
内
幼
児
教
室
（
�
２
３
０
―
９
０

８
９
）。心
や
体
の
発
達
に
心
配
の
あ

る
幼
児
の
教
育
や
就
学
の
電
話
・
面

接
相
談
。
面
接
は
予
約
を
同
室
へ

■
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
相
談

４
月

25
日
�
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
、
市

役
所
３
階
33
会
議
室
。
よ
り
良
い
景

観
の
ア
ド
バ
イ
ス
。
予
約
を
都
市
整

備
課
�
８
９
０
―
６
９
７
６
へ

■
電
話
労
働
相
談

４
月
17
日
・
５

月
１
日
�
、
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
。

17
日
の
相
談
員
は
重
山
雅
俊
さ
ん
�

２
５
１
―
２
８
５
１
、
１
日
は
峰
岸

祥
子
さ
ん
�
２
４
３
―
５
６
０
０
。

賃
金
・
解
雇
な
ど
の
労
働
問
題
の
相

談
。
問
い
合
わ
せ
は
工
業
課
�
８
９

０
―
６
６
１
７
へ

■
発
明
相
談

４
月
17
日
・
５
月
１

日
�
、
午
後
１
時
〜
３
時
、
商
工
会

議
所
。
特
許
・
実
用
新
案
・
意
匠
・

商
標
な
ど
の
相
談
。予
約
を
同
所（
�

２
３
４
―
５
１
１
１
）
へ

■
教
育
・
青
少
年
相
談
�
２
３
０
―

９
０
９
０

月
曜
〜
金
曜
、
午
前
９

時
〜
午
後
７
時
、
土
曜
、
午
前
９
時

〜
午
後
４
時
30
分
、
総
合
教
育
プ
ラ

ザ
。
青
少
年
や
保
護
者
、
関
係
者
を

対
象
に
電
話
・
面
接
相
談
。
面
接
は

予
約
を
同
所
へ
。
Ｅ
メ
ー
ル
で
の
予

約
は
簡
単
な
相
談
内
容
・
年
齢
（
学

年
）・
面
接
希
望
日
時
・
電
話
番
号（
電

話
連
絡
の
希
望
者
）
な
ど
を
書
い
て

sodan@
staff.m

enet.ed.jp

へ

■
女
性
相
談

月
曜
〜
金
曜
、
午
前

９
時
〜
午
後
３
時
45
分
、
母
子
福
祉

セ
ン
タ
ー
（
住
吉
町
二
丁
目
�
２
３

４
―
４
１
３
１
）。
女
性
の
悩
み
や
心

配
事
な
ど
の
電
話
・
面
接
相
談

■
家
庭
児
童
相
談
�
２
２
３
―
４
１

４
８
　
月
曜
〜
金
曜
、
午
前
９
時
〜

前
橋
広
域
圏
五
市
町
村
で
は
共

同
で
、
臨
海
学
校
や
赤
城
少
年
自

然
の
家
を
運
営
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
に
対
す
る
意
見
や
要
望
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

受
け
付
け
＝
月
曜
〜
金
曜
、
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
に
教

育
委
員
会
総
務
課
へ
　
問
い
合
わ

せ
＝
同
課
�
８
９
０
―
５
８
０
２

日
時
＝
４
月
16
日
�
午
後
３
時
　

会
場
＝
市
議
会
庁
舎
３
階
第
三
委

員
会
室
　
対
象
＝
一
般
、
先
着
十

人
　
内
容
＝
教
育
委
員
会
４
月
定

例
会
　
申
し
込
み
＝
当
日
午
後
２

時
50
分
に
会
場
へ
直
接
　
問
い
合

わ
せ
＝
教
育
委
員
会
総
務
課
�
８

９
０
―
５
８
０
２

臨
海
学
校
な
ど
に

意
見
や
要
望
を

教
育
委
員
会

４
月
定
例
会

傍聴できます午
後
４
時
、
市
役
所
２
階
家
庭
児
童

相
談
室
。
子
ど
も
と
家
庭
に
つ
い
て

の
電
話
・
面
接
相
談
。
面
接
は
予
約

を
同
室
へ

■
外
国
人
相
談

月
曜
、
午
後
１
時

〜
５
時
、
市
役
所
２
階
国
際
交
流
協

会
相
談
窓
口
。
英
語
・
中
国
語
・
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
の
四
カ

国
語
で
面
接
相
談

日
常
生
活
に
役
立
つ
多
く
の

情
報
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め

た
冊
子
「
く
ら
し
の
豆
知
識
二

〇
〇
二
年
版
」
を
、
二
百
部
無

料
で
配
布
し
ま
す
。
一
人
一
冊

で
す
。
生
活
の
情
報
源
に
、
ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
希
望
す

る
人
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

ま
で
早
め
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
セ
ン
タ

ー
�
２
３
０
―
１
７
５
５
へ
。

無
料
で
配
布
し
ま
す

ち
が
う
こ
と
認
め
る
補
う
支
え
あ
う
で
き
る
事

か
ら
は
じ
め
よ
う

共
愛
学
園
中
　
三
年
　
佐
藤
　
美
貴

外
国
人
諮
詢
服
務
処

時
間
＝
毎
週
一
下
午
一
点
到
五
点

地
点
＝
市
役
所
二
層
「
外
国
人
諮

詢
服
務
処
」
内
　
新
設
語
種
＝
英

語
、
中
国
語（
漢
語
）、
葡
萄
牙
及
西

班
牙
語（
四
種
外
語
）

諮
詢
費

用
＝
免
費


